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建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について  

平成２１年４月１日 

告示第１２５号 

改正 平成２８年４月１日告示第１５５号 

平成３０年１１月３０日告示第４８１号 

令和４年５月３０日告示第２０８号 

建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について(平成

１７年相模原市告示第２７８号)の全部を改正し、建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。)第７条の３第１項第２号及び第６項の規定により、特定工程及び特定

工程後の工程を次のとおり指定する。 

１ 中間検査を行う区域 

相模原市全域 

２ 中間検査を行う建築物 

次の各号のいずれかに該当する建築物(新築、増築又は改築に係る部分に限る。) 

(１) 建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第１６条第１項で定める建築物。た

だし、当該建築物が法第８５条第６項又は第７項の規定による許可を受けた仮設興行場

等に該当するときは、中間検査を行わないことができる。 

(２) 相模原市建築許可等取扱規則(昭和４６年相模原市規則第２６号)第５条第１項に

規定する市長が指定する特定建築物。ただし、当該特定建築物が法第８５条第６項又は

第７項の規定による許可を受けた仮設興行場等に該当するときは、中間検査を行わない

ことができる。 

(３) 住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び住宅で事務所、店舗その他これらに類

する用途を兼ねるものを含む。)で住宅部分(人の居住のように供する部分をいう。)の

延べ面積が５０平方メートルを超える建築物。ただし、当該建築物が次のいずれかに該

当するときは、中間検査を行わないことができる。 

ア 法第６８条の１１第１項に規定する型式部材等の製造者が製造する当該型式部材

等を有する建築物 

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成１１年法律第８１号)第６条第３項に

規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物 

ウ 独立行政法人住宅金融支援機構から建設に必要な資金の貸付けを受ける建築物で

現場検査(中間期)を受けるもの 
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エ 一般財団法人住宅保証支援機構が実施する住宅性能保証制度に係る現場検査を受

ける建築物 

オ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成１９年法律第６６号)第

１９条第１号及び第２号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物 

３ 中間検査を行う建築物の構造及び特定工程並びに特定工程後の工程 

次の表のとおりとする。なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建

築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が２以上ある場合はすべての

建築物を対象とし、１の建築物の工区を分けた場合はすべての工区を対象とする。 

中間検査を行う建

築物の構造 

主要な構造が木造

(在来軸組工法又

は枠組壁工法) 

主要な構造が鉄骨

造 

主要な構造が鉄筋

コンクリート造 

主要な構造が鉄骨

鉄筋コンクリート

造 

特定工程 屋根の小屋組工事

及び構造耐力上主

要な軸組の工事並

びに枠組壁工法に

あっては、耐力壁

の工事 

鉄骨造の部分にお

いて、２階の床及

びこれを支持する

構造耐力上主要な

軸組の工事。ただ

し、住宅にあって

は、屋根の小屋組

工事及び構造耐力

上主要な軸組の工

事 

地階を除く階数が

１にあっては屋根

版の配筋工事、地

階を除く階数が２

以上にあっては鉄

筋コンクリート造

の部分において、

２階の床版の配筋

工事 

鉄骨造の部分にお

いて、２階の床及

びこれを支持する

構造耐力上主要な

軸組の工事 

特定工程後の工程 構造耐力上主要な

軸組及び耐力壁を

覆う外装工事(屋

根ふき工事を除

く。)及び内装工事

構造耐力上主要な

部分の鉄骨を覆う

耐火被覆を設ける

工事、外装工事(住

宅にあっては、屋

根ふき工事を除

く。)及び内装工事

特定工程の配筋を

覆うコンクリート

を打ち込む工事 

構造耐力上主要な

部分の鉄骨を覆う

コンクリートを打

ち込む工事 

備考 主要な構造は、１の構造の場合はその構造をいい、２以上の構造を併用している場

合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大のものをいう。 
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４ 施行期日 

この告示は、令和４年５月３１日から施行する。 

  (一部改正〔平成２８年告示１５５号・３０年４８１号・令和４年告示２０８号〕) 

 

附 則(平成２８年４月１日告示第１５５号) 

この告示は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則(平成３０年１１月３０日告示第４８１号) 

この告示は、平成３０年１２月１日から施行する。 

附 則(令和４年５月３０日告示第２０８号) 

この告示は、令和４年５月３１日から施行する。 

 


